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－ 7 － 

号
に
定
め
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日 

  
 

 

第
二
条 
第
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
日

前
条
第
三
号
に
規
定
す
る
規
定
の

施
行
の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
に
あ
た
る
場
合

 

  
 

 

第
三
条 

政
府

法
律
の
施
行
後
七
年
を
経
過
し
た
場
合

の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加

結
果
に
基
づ
い
て
必
要

な
措
置
を
講

 

  
 
 

附 

則

 

 
 

第
一
条 

こ
の

び
第
三
条
を
除

平
成
十
三
年
一
月

六
日
か
ら
施
行

 

 
 
 

附 

則

 

  
 

第
一
条 

こ
の
法
律

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら

施
行
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